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KGRI 内センター・プロジェクトにおける 
「所員」と「プロジェクトメンバー」について 

 
 

KGRI では、傘下のセンターおよびプロジェクトにおける研究活動において、学内外の研究者
や実務家との円滑な連携を図るため、「所員」および「プロジェクトメンバー」登録制度を設け
ています。 

 
「所員」には、「本務所員」「兼担所員」「客員所員」「連携所員」の区分があります。「本

務所員」「兼担所員」「客員所員」については、センター・プロジェクトからの申請に基づき、
慶應義塾における任用および職位付与に応じて自動的に登録されます。一方、慶應義塾における
任用および職位付与がない者については、人事審査を経て「連携所員」として受け入れます
（2026 年度より新設）。「連携所員」は、KGRI 内のセンター・プロジェクトにおいて、企画・
提案・実施推進など、目的達成に資する活動を行う研究者を指します。 
いずれの所員についても、大学教授またはそれと同等の研究経験・実績を有し、かつ研究プロ

ジェクトを遂行する能力が認められる場合には、それぞれ「上席本務所員」「上席兼担所員」
「上席客員所員」「上席連携所員」とすることができます。 
なお、「（上席）本務所員」「（上席）兼担所員」「（上席）客員所員」については、

「KGRI（上席）所員」と省略して名乗ることが可能ですが、「（上席）連携所員」については、
「連携」の語を省略することはできません。 
また、「連携所員」については、今後、登録料の徴収を検討しております（時期は未定ですが、

2026年度内の徴収は予定しておりません）。 
 
「所員」とは別に定める「プロジェクトメンバー」は、KGRI 内のセンターやプロジェクトに

関わる所員以外の者を指します。 
「連携所員」および「プロジェクトメンバー」は、いずれも慶應義塾との雇用関係を有しませ

ん。両者とも、受け入れ先であるセンターやプロジェクトが責任を持って、活動内容や情報の管
理・運営を適切に行うことを前提とした制度です。 

 

 



【所員、プロジェクトメンバー】 （更新日：2026年1月）

義塾人事発令 所属 種類 説明 常勤/
非常勤

義塾職位 KGRI所員区分 人事委員会
(センターのみ)

運営会議 大学評議会 備考

教授（特任教授） 上席兼担所員

准教授（特任准教授）
専任講師（特任講師）
助教（特任助教）
研究員

兼担所員

教授（特任教授） 上席客員所員

准教授（特任准教授）
講師（特任講師）
助教（特任助教）
医学部共同研究員
研究員

客員所員

教授（特任教授） 上席本務所員

准教授（特任准教授）
専任講師（特任講師）
助教（特任助教）
研究員

本務所員

教授（特任教授） 上席客員所員

准教授（特任准教授）
専任講師（特任講師）
助教（特任助教）
研究員

客員所員

訪問教授 上席客員所員

訪問准教授
訪問講師
訪問助教
訪問研究員

客員所員

名誉教授
他機関教授相当

上席連携所員

講師（非常勤）
他機関教授相当以外

連携所員

プロジェクトメンバー センターやプロジェクトに関わる所員以外の者。 ー 問わない ー ー 〇
（報告事項）

ー ・keio.jpの発行は不可
・メディアセンターの利用は不可

・keio.jpの発行は不可
・メディアセンターの利用は別途ご相談ください。

連携所員
（2026年度より新設）

センターまたはプロジェクトの企画、提案、実施推進、その他目的達成
のために必要な本大学外の者。本大学大学院後期博士課程（博士
課程）に在籍する学生も含めることができる。雇用ではないため、義塾
から給与の支払はない。
講演など特定の業務に謝金を払うことは可能。

ー ー

無 KGRI

〇（教授、准
教授の審査時
は、拡大人事
委員２名を加
えて審議する）

〇 〇

有

他学部等

KGRI

〇 ー

非常勤

訪問学者（職位付与）

雇用ではない。
「訪問学者に対する職位規程」に基づく。給与は原則支給しないが、
講演など特定の業務に謝金を払うことは可能。
実際に義塾を訪問し（オンライン不可）、研究活動を実施することを
想定

ー

特任教員・研究員（任用）

＜特任教員＞
「慶應義塾有期契約教員就業規則」および「慶應義塾有期契約教
員に関する細則」に基づく。常勤、非常勤がある。

＜研究員＞
「慶應義塾有期契約教員就業規則」および「慶應義塾有期契約教
員に関する細則」に基づく。以下の３分類があり、常勤、非常勤があ
る。
（ア）ＰＤ　博士学位取得者（相当者）
（イ）ＲＡ　後期博士課程在籍者（相当者）
（ウ）ＭＣ　修士・専門職学位課程在籍者（相当者）

常勤

〇
（審議事項）

ー

・各部門への委嘱は行いません（KGRIセンターへの参画は業務ではなく、各
研究者の研究活動の延長となります）。

特任教員・研究員・訪問学者等 非常勤 ・各部門への委嘱は行いませんが、本務先の委嘱要否を別途ご確認ください。
ただし、原則として兼業依頼は行いません。

専任教員・特任教員・研究員

既に本大学に所属し研究を職務とする教員。
各学部・研究科等による手続きが必要。
※名誉教授、講師（非常勤）は対象外

常勤

ー



【KGRI所員・プロジェクトメンバー向け 利用可能サービス等一覧】 

No. 事項 
本務所員 
兼担所員 
客員所員 

連携所員 
プロジェクト 
メンバー 

1 KGRI 運営会議の承認 〇 
〇 

人事審査有 
× 

報告事項 

2 KGRI ウェブサイトでの⽒名等掲載 

センター 
〇 

センター 
〇 

センター 
〇 

プロジェクト 
○ 

プロジェクト 
○ 

プロジェクト 
× 

3 
KGRI コラボレーションスペース 
（東館 5F）の利⽤  

センター 
× 

センター 
× 

センター 
× 

プロジェクト 
〇 

プロジェクト 
〇 

プロジェクト 
〇 

4 KGRI MAIL NEWS（毎⽉末配信） 〇 〇 × 
ただし、センター長、プロジェクト代表者に許可された場合は配信可 

5 KGRI ウェブサイト内「関係者限定ページ」の利⽤ 〇 〇 × 
ただし、センター長、プロジェクト代表者に許可された場合は配信可 

6 三⽥メディアセンターの利⽤ 〇 〇 × 

7 本務先（国⽴大学等）へ提出する兼業依頼書の対応 × × × 

 
 

以上 
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